
 

 

 

生活環境等の保全・整備に関する提言 

 

 地域社会における快適で安全な生活環境づくりを推進するため、国は、次の

事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．地球温暖化対策への対応について 

（１）地球温暖化対策計画における温室効果ガス排出量の削減目標を達成する

ため、具体的方策を示すとともに、都市自治体がその役割に応じて実施す

る廃棄物の減量化等の施策に対して、必要な財政措置を講じること。 

（２）都市自治体が地球温暖化対策を着実に実施することができるよう、温室

効果ガス排出量の算出に必要なデータの提供について、電気事業者及びガ

ス事業者に対する一層の指導を図ること。 

 

２．微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による大気汚染への対応について 

（１）原因究明を進めるとともに、越境汚染対策を含め、実効性のある大気汚

染対策を講じること。 

（２）精度の高いシミュレーションモデルを構築し、全国一律に周知・運用で

きる制度を整備すること。 

（３）都市自治体が行う他国の友好都市等との連携・協力の取組に対し、支援

措置を講じること。 

 

３．浄化槽・コミュニティ・プラントの整備等について 

（１）水洗化普及率の早期向上や合併処理浄化槽の普及促進等を図るとともに、

地域住民の負担を軽減するため、補助率の嵩上げや補助対象範囲の拡大等、

浄化槽整備事業に係る財政措置の拡充を図ること。 

（２）浄化槽法に定める定期検査や保守点検等の在り方を見直し、管理者の負

担軽減を図ること。 

（３）コミュニティ・プラントにおける施設更新に対する交付要件の緩和及び

交付率の引上げを図ること。 

 

４．地域における湖沼の環境保全について、国において対策を推進するととも

に、都市自治体が行う事業に対し、更なる支援措置を講じること。 



 

 

 

５．地下水の保全を図るため、揚水規制や水質管理の徹底等に係る制度整備を

図るとともに、公共性の高い貴重な資源である点を踏まえ、地下水利用に係

る新たな方策を講じること。 

 

６．特定外来生物への対策を強化すること。 

 

７．低周波音に係る対策について、対策目標値、環境アセスメントの環境保全

目標値、作業環境のガイドライン等を策定すること。 

 

８．土壌汚染の原因が自然由来かつ健康被害が生じる恐れの無い場合、土壌汚

染対策法に基づく、区域指定や公表について柔軟な対応が可能となるよう制

度を見直すこと。 

 

９．公共施設におけるＬＥＤ照明への移行を推進するための財政措置を講じる

こと。 

 

10．火葬場の整備等に対し、財政措置を講じること。 

 

11．散骨について、市民感情や公衆衛生の観点等に十分配慮したガイドライン

を定めること。 

 

12．温泉資源を保全するため、法改正を含めた必要な措置を講じること。 

 

13．国立公園満喫プロジェクトを推進するため、都市自治体をはじめとした多

様な関係者の取組に対し、十分な財政支援を行うこと。 

  


